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 下水道事業で運営している古川師山下水道浄化センターです。

家庭や工場で使った汚れた水を、微生物や塩素などを使ってキレ
イにし、川に戻しています。 
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収益的収入計
37億3,545万円

35億766万円
収益的支出計

資本的収入計
7億3,945万円

16億4,791万円
資本的支出計

その他
353 万円

建設改良費
7億9,945万円

企業債元金償還金
5億7,472万円

投資有価証券
2億円

職員人件費
7,021万円

その他
1,674万円

他会計負担金
9,290万円

企業債
4億9,690万円

工事負担金
3,294万円

その他
353 万円

建設改良費
7億9,945万円

企業債元金償還金
5億7,472万円

投資有価証券
2億円

職員人件費
7,021万円

その他
1,674万円

他会計負担金
9,290万円

投資有価証券売却代金
9,998万円

投資有価証券売却代金
9,998万円

企業債
4億9,690万円

工事負担金
3,294万円

職員人件費
2億0,286万円

企業債利息償還金 
1億 8,186 万円

修繕費
1億1,787 万円

委託料
6億0,301万円

県水受水費
11億 9,384万円

水道料金
33億2,083万円

水道加入金
4,372万円

他会計負担金・補助金
6,771万円
長期前受金戻入
1億1,892万円
その他
1億8,427万円

職員人件費
2億0,286万円

その他
1億 3,157 万円

その他
1億 3,157 万円

利益
2億 2,779万円

利益
2億 2,779万円

企業債利息償還金 
1億 8,186 万円

減価償却費
10億7,720万円
減価償却費

10億7,720万円

修繕費
1億1,732 万円

委託料
6億0,301万円

県水受水費
11億 9,384万円

水道料金
33億2,083万円

水道加入金
4,372万円

他会計負担金・補助金
6,771万円
長期前受金戻入
1億1,892万円
その他
1億8,427万円

令和元年度  大崎市水道事業会計決算のあらまし令和元年度  大崎市水道事業会計決算のあらまし
　令和元年度大崎市水道事業会計決算の概要についてお知らせいたします。
　収益的収支では，給水収益は昨年に続き減となりましたが、給与費や企業債支払利息の費用の減少などにより、
約２億 3千万円の黒字となりました。
　資本的収支では、約 9億 1千万円の赤字となりました。
　なお、資本的収支での赤字額については、すべて内部留保資金等で補てんしています。

～こんな事業に使われました～～こんな事業に使われました～

漏水した水道管の修理等…
42,031,203円

未給水区域に新たに水道管を布設…
41,572,000円

古くなった水道管を新しい管に交換…
482,928,000円

配水場等設備の更新…
68,046,000円

配水場の耐震補強…
12,760,000円

水道施設を整備するための収入と支出
（資本的収支）

水道水を供給するための収入と支出
（収益的収支）

水道施設を整備するための収入と支出
（資本的収支）

水道水を供給するための収入と支出
（収益的収支）

施設の運営管理、
料金収納、

メーター交換等
に係る委託料…

528,572,000円

項　　目 令和元年度 平成 30 年度 前年度比 内　　容
給水人口（人） 125,011 126,278 △ 1,267 大崎市水道事業から給水を受けている人口
給水世帯数（戸） 50,303 49,956 347 大崎市水道事業から給水を受けている世帯数
年間給水量（㎥） 14,898,279 15,103,716 △ 205,437 １年間に配水池などから供給される水量
1 日平均給水量（㎥） 40,706 41,380 △ 674 １日あたりの平均給水量
年間有収水量（㎥） 12,607,808 12,761,310 △ 153,502 年間給水量のうち、水道料金徴収の対象となる水量

大崎市水道事業の規模
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水道管の凍結にご注意ください

水道メーターの除雪にご協力ください

下水道を正しく使いましょう

　気温がマイナス４度以下になると，水道管や蛇口の凍結が起きやすくなります。
　凍結してしまう前にしっかりと対策しましょう。
■水道管の凍結を防止する方法
　①水抜き栓を利用し，完全に水道管からの水を抜きましょう。
　②水道管がむき出しになっているところは，保温材や凍結防止ヒーターを使用しましょう。
　③就寝前に，鉛筆の芯の太さくらいの水を出しておきましょう。
■水道管が凍ってしまったときの対処法
　①蛇口や凍結している水道管にタオルをかぶせ，その上からゆっくりとぬるま湯（５０℃程度）をかけて溶かします。
　　※急に熱湯をかけると，蛇口や水道管が破裂することがありますので注意して下さい。
　②ドライヤーの温風を凍結部分へ当てる，暖房で部屋を暖めるなどの方法もあります。
■凍結箇所が溶けない場合
　万が一凍結及び凍結破損した場合は、大崎市水道事業指定給水装置工事事業者へご相談ください。指定業者は市の
ウェブサイトで確認することができます。
　なお，修理費用は自己負担となります。
　　事業者一覧 URL：http://www.city.osaki.miyagi.jp/index.cfm/17,657,64,html

　毎月６日から１３日の間に検針を行っておりますが、積雪でメーターボックスの位置がわからなくなる、凍結で蓋
が開かなくなるなど、メーター検針が行えない場合があります。検針期間中はメーターボックス周辺の除雪にご協力
をお願いします。やむを得ず検針できなかった場合は、前３か月の平均水量を認定水量として請求になります。

市では、業者に巡回を依頼し、個人の宅内排水設備の点検・清掃などを
することはありません。

　下水道管が詰まり緊急洗浄を行う事例が年に数十回発生しています。下水道を利用する場合は、次のことに注意し
てください。
■流してはいけないもの
　▼ 野菜くず、食用油、髪の毛、ビニール類、トイレットペーパー以外の水に溶けない 紙類、布類など
　▼ 薬品、アルコール、ガソリンなどの油脂・燃料類
　　※ 雨どいなどは汚水管に絶対に接続しないでください。
■定期的な清掃
　接続ますなどは定期的に点検し、掃除してください。
　また、飲食店や油を大量に使用する事業所は、グリーストラップなどの油分分離装置の設置が義務付けられていて、
定期的な掃除が必要です。

お問い合わせ先　大崎水道サービス株式会社　お客様センター　TEL 0120-366-171

お問い合わせ先　大崎水道サービス株式会社　お客様センター　TEL 0120-366-171

お問い合わせ先　下水道施設課維持管理担当　TEL 25-5210

詐欺にご注意ください

3 大崎市上下水道部広報　令和３年２月１日　第４号



4大崎市上下水道部広報　令和３年２月１日　第４号

　大崎市では下記の業務を平成 28年度から「大崎水道サービス㈱」に委託しております。
窓口業務のほか、緊急を要するお問合せには 24時間電話にて対応いたします。

引っ越しなどで水道の使用を開始するとき、または休止するときは、３～５営業
日前までにお客様センターへ電話でご連絡いただくか、窓口での手続きをお願い
いたします。ただし開始・休止の時間指定はできかねますのでご了承ください。

水道の使用開始・休止の
手続きはお早めに

各 種 お 問 合 せ 先各 種 お 問 合 せ 先

場　　所：リオーネふるかわ１階（大崎市古川台町9-20）
電話番号：0120-366-171（24時間対応）
　　　　　0229-91-5450（フリーダイヤルが使用できない場合）
F　A　X：0229-91-5451　
窓口営業時間：8：30〜 18：00（土・日・祝日・12/29〜 1/3は休み）
取扱業務：水道料金・下水道等使用料に関すること
　　　　　水道の使用開始・休止・使用者名義変更などの各種受付
　　　　　漏水・にごり水・検針などの問い合わせ
　　　　　その他水道に関する相談

場　　所：上下水道部庁舎１階（大崎市古川字上古川117）
電話番号：0229-24-1111（24時間対応）
F　A　X：0229-22-7511
窓口営業時間：8：30〜 17：15（土・日・祝日・12/29〜 1/3は休み）
取扱業務：給水装置関連の管種・口径・管路情報の提供
　　　　　給水申請の申込受付・漏水調査
　※給水装置とは、道路内の水道本管（配水管）からの分岐箇所から
　　蛇口までの間をいいます。なお、受水槽方式の場合は、受水槽に
　　入るまでが給水装置といいます。
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料金や開始・休止に関すること（お客様センター）

給水装置に関すること

　　新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 に よ る
各 種 支 払 い の 猶 予 に 関 す る こ と

　新型コロナウイルス感染症により、各種支払いが困難な方につきまして、納入に関するご相談を受け付けて
おります。ご相談により、給水停止を回避するとともに、当面の間の支払いを猶予するなど、迅速かつ柔軟な
対応をいたします。
　　　○水道料金・下水道等使用料の問合せ先
　　　　大崎水道サービス㈱お客様センター
　　　　　場所：リオーネふるかわ１階（大崎市古川台町９- ２０）
　　　　　電話：０１２０- ３６６- １７１（フリーダイヤル）
　　　○受益者負担金・分担金の問合せ先
　　　　大崎市上下水道部経営管理課業務担当
　　　　　場所：上下水道部１階（大崎市古川字上古川１１７）
　　　　　電話：０２２９- ２４- １１１２


